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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板（２）の所定の表面（２ａ）側に１又は複数の半導体素子（２０，３０，４
０，５０，６０，８０，９０）が構成された半導体装置（１）であって、
　前記半導体素子は、
　前記半導体基板の前記表面側において第１導電型の半導体領域が構成された第１領域部
（１１，５１）と、
　前記半導体基板の前記表面側において前記第１領域部から離れた位置に形成され、前記
第１導電型の半導体領域（１２ａ，５２ａ）と第２導電型の半導体領域（１２ｂ，５２ｂ
）とが交互に構成された半導体構造部（１３，５３）が配置されてなる第２領域部（１２
，５２）と、
　前記半導体基板における前記第１領域部と前記第２領域部との間の領域上に絶縁膜（１
６）を介して配置されるゲート電極（１４）と、
を備え、
　前記第２領域部において、前記第１導電型の半導体領域と前記第２導電型の半導体領域
との比率をそれぞれ異ならせた複数種類の前記半導体構造部が存在しており、
　少なくともいずれかの前記半導体素子（８０，９０）の素子内において、複数種類の前
記半導体構造部（１３）が設けられていることを特徴とする半導体装置（１）。
【請求項２】
　前記半導体素子（８０，９０）の素子内において当該半導体素子の素子周縁部から離れ
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た所定の中央領域には、前記第１導電型の半導体領域（１２ａ）と前記第２導電型の半導
体領域の比率（１２ｂ）を所定の第１比率とした第１種類の前記半導体構造部（１３）が
設けられ、
　前記半導体素子の素子内において、前記第１種類の前記半導体構造部よりも素子周縁部
側には、前記第１種類とは異なる種類であり且つ前記第１種類の前記半導体構造部よりも
前記第１導電型の半導体領域の比率を大きくした構造の前記半導体構造部（１３）が設け
られていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記半導体素子（９０）は、前記所定の中央領域から前記素子周縁部に近づくにつれて
、前記半導体構造部（１３）における前記第１導電型の半導体領域の比率が次第に大きく
なることを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　半導体基板（２）の所定の表面（２ａ）側に１又は複数の半導体素子（２０，３０，４
０，５０，６０，８０，９０）が構成された半導体装置（１）であって、
　前記半導体素子は、
　前記半導体基板の前記表面側において第１導電型の半導体領域が構成された第１領域部
（１１，５１）と、
　前記半導体基板の前記表面側において前記第１領域部から離れた位置に形成され、前記
第１導電型の半導体領域（１２ａ，５２ａ）と第２導電型の半導体領域（１２ｂ，５２ｂ
）とが交互に構成された半導体構造部（１３，５３）が配置されてなる第２領域部（１２
，５２）と、
　前記半導体基板における前記第１領域部と前記第２領域部との間の領域上に絶縁膜（１
６）を介して配置されるゲート電極（１４）と、
を備え、
　前記第２領域部において、前記第１導電型の半導体領域と前記第２導電型の半導体領域
との比率をそれぞれ異ならせた複数種類の前記半導体構造部が存在しており、
　いずれかの前記半導体構造部は、前記第１導電型の半導体領域よりも前記第２導電型の
半導体領域のほうが比率が大きい構造であることを特徴とする半導体装置（１）。
【請求項５】
　前記半導体基板（２）の前記表面（２ａ）側には、前記第１領域部（１１，５１）が所
定方向に長手状に延び且つ前記第２領域部（１２，５２）が前記第１領域部から離れた位
置において前記所定方向に長手状に延びてなる前記半導体素子（２０，３０，５０，８０
，９０）が１又は複数設けられ、
　前記第２領域部は、前記所定方向において前記第１導電型の半導体領域（１２ａ，５２
ａ）と前記第２導電型の半導体領域（１２ｂ，５２ｂ）とが交互に構成され、当該第２領
域部に含まれる複数種類の前記半導体構造部（１３，５３）において、前記第１導電型の
半導体領域における前記所定方向の幅（Ｗ１）と前記第２導電型の半導体領域における前
記所定方向の幅（Ｗ２）との比率がそれぞれ異なっていることを特徴とする請求項１から
請求項４のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記半導体基板（２）の前記表面（２ａ）側には、前記第１領域部（１１）が所定の中
央部に配置され且つ前記第２領域部（１２）が前記第１領域部から離れた位置において前
記第１領域部を囲む構成で配置された部分構造（４１）が複数配置されてなる前記半導体
素子（４０）が１又は複数設けられ、
　前記第２領域部は、所定の縦方向において前記第１導電型の半導体領域（１２ａ）と前
記第２導電型の半導体領域（１２ｂ）とが交互に配置される縦領域と、前記縦方向と直交
する横方向において前記第１導電型の半導体領域（１２ａ）と前記第２導電型の半導体領
域（１２ｂ）とが交互に配置される横領域とが構成され、当該第２領域部に含まれる複数
種類の前記半導体構造部（１３）において、前記第１導電型の半導体領域と前記第２導電
型の半導体領域との比率がそれぞれ異なっていることを特徴とする請求項１から請求項４
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のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　いずれかの前記半導体構造部（１３，５３）は、前記第１導電型の半導体領域（１２ａ
，５２ａ）よりも前記第２導電型の半導体領域（１２ｂ，５２ｂ）のほうが比率が大きい
構造であることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　いずれかの前記半導体構造部（１３，５３）は、前記第２導電型の半導体領域（１２ｂ
，５２ｂ）よりも前記第１導電型の半導体領域（１２ａ，５２ａ）のほうが比率が大きい
構造であることを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項９】
　いずれかの前記半導体構造部（１３，５３）は、前記第１導電型の半導体領域（１２ａ
，５２ａ）と前記第２導電型の半導体領域（１２ｂ，５２ｂ）とが同一の比率の構造であ
ることを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　少なくとも複数の前記半導体素子（２０，３０，４０，５０，６０，８０，９０）にお
いて、異なる種類の前記半導体構造部（１３，５３）がそれぞれ設けられていることを特
徴とする請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＤＭＯＳ等の横型の半導体装置としては、例えば特許文献１のようなものが提供され
ている。この特許文献１の図１の例では、半導体基板表面側において、Ｎ導電型のドレイ
ン領域１０４と、Ｎ導電型の拡散領域とＰ導電型の拡散領域とが交互に配置されてなるソ
ース領域１０６とが設けられており、半導体基板上においてドレイン領域とソース領域と
の間には絶縁膜を介してゲート電極１０９が配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－３０７１２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ＬＤＭＯＳ等の半導体装置では、チャネル領域の両側に配置される一方の拡
散領域（例えばソース領域）と他方の拡散領域（例えばドレイン領域）の間隔を調整する
ことで耐量を変化させることができる。但し、この方法だけでは、間隔を広げて耐量の増
大を図ると、オン抵抗が大きく増大してしまうという問題がある。特に、より大きな耐量
が必要な素子は、拡散領域の間隔をより大きくする必要があるため、オン抵抗の大幅な上
昇が避けられず、面積ロスを生じさせてしまう。逆に、オン抵抗を重視して拡散領域の間
隔を小さくする場合、耐量の低下が避けられなくなる。
【０００５】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、同一装置内において相
対的に耐量を重視した領域と相対的にオン抵抗を重視した領域とを作り分け、且つ面積ロ
スを抑えて効率的に配置しやすい構成を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明は、
　半導体基板（２）の所定の表面（２ａ）側に１又は複数の半導体素子（２０，３０，４
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０，５０，６０，８０，９０）が構成された半導体装置（１）であって、
　前記半導体素子は、
　前記半導体基板の前記表面側において第１導電型の半導体領域が構成された第１領域部
（１１，５１）と、
　前記半導体基板の前記表面側において前記第１領域部から離れた位置に形成され、前記
第１導電型の半導体領域（１２ａ，５２ａ）と第２導電型の半導体領域（１２ｂ，５２ｂ
）とが交互に構成された半導体構造部（１３，５３）が配置されてなる第２領域部（１２
，５２）と、
　前記半導体基板における前記第１領域部と前記第２領域部との間の領域上に絶縁膜（１
６）を介して配置されるゲート電極（１４）と、
を備え、
　前記第２領域部において、前記第１導電型の半導体領域と前記第２導電型の半導体領域
との比率をそれぞれ異ならせた複数種類の前記半導体構造部が存在おり、
　少なくともいずれかの前記半導体素子（８０，９０）の素子内において、複数種類の前
記半導体構造部（１３）が設けられていることを特徴とする。
　また、上記目的を達成するため、請求項４の発明は、
　半導体基板（２）の所定の表面（２ａ）側に１又は複数の半導体素子（２０，３０，４
０，５０，６０，８０，９０）が構成された半導体装置（１）であって、
　前記半導体素子は、
　前記半導体基板の前記表面側において第１導電型の半導体領域が構成された第１領域部
（１１，５１）と、
　前記半導体基板の前記表面側において前記第１領域部から離れた位置に形成され、前記
第１導電型の半導体領域（１２ａ，５２ａ）と第２導電型の半導体領域（１２ｂ，５２ｂ
）とが交互に構成された半導体構造部（１３，５３）が配置されてなる第２領域部（１２
，５２）と、
　前記半導体基板における前記第１領域部と前記第２領域部との間の領域上に絶縁膜（１
６）を介して配置されるゲート電極（１４）と、
を備え、
　前記第２領域部において、前記第１導電型の半導体領域と前記第２導電型の半導体領域
との比率をそれぞれ異ならせた複数種類の前記半導体構造部が存在しており、
　いずれかの前記半導体構造部は、前記第１導電型の半導体領域よりも前記第２導電型の
半導体領域のほうが比率が大きい構造であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に係る半導体装置では、半導体装置内の１又は複数の半導体素子に構成される
第２領域部において複数種類の半導体構造部が設けられ、装置内には、第１導電型の半導
体領域と第２導電型の半導体領域の比率が異なる複数種類の半導体構造部が存在している
。また、少なくともいずれかの半導体素子の素子内において、複数種類の半導体構造部が
設けられている。
　また、請求項４に係る半導体装置では、半導体装置内の１又は複数の半導体素子に構成
される第２領域部において複数種類の半導体構造部が設けられ、装置内には、第１導電型
の半導体領域と第２導電型の半導体領域の比率が異なる複数種類の半導体構造部が存在し
ている。また、いずれかの半導体構造部は、第１導電型の半導体領域よりも第２導電型の
半導体領域のほうが比率が大きい構造である。
　半導体構造部での第１導電型の半導体領域と第２導電型の半導体領域との比率は、耐量
とオン抵抗の設定に寄与する要素となり、この比率を変えることで、より耐量を増大させ
る構造、又は、よりオン抵抗を低減させる構造とすることができる。従って、半導体構造
部における第１導電型と第２導電型の比率を装置全体で一律に定めるのではなく、領域毎
に個別に設定すれば、各領域での耐量とオン抵抗のバランスを、それぞれの領域に適した
状態に定めることができる。しかも、相対的に耐量を重視する領域では、第１領域部と第
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２領域部の間隔を大幅に増大させることなく、第２領域部内での比率を調整することで耐
量の増大を図ることができるため、面積ロスが効果的に抑えられる。
【０００８】
　なお、本発明において、「半導体構造部における第１導電型の半導体領域と第２導電型
の半導体領域との比率」は、「半導体構造部の上面における第１導電型の半導体領域の面
積と第２導電型の半導体領域の面積との比率」であってもよく、「半導体構造部の上面に
おける第１領域部側の境界部での第１導電型の半導体領域の長さと第２導電型の半導体領
域の長さとの比率」であってもよく、「半導体構造部での第１導電型の半導体領域の体積
と第２導電型の半導体領域の体積との比率」であってもよい。そして、「第１導電型の半
導体領域と第２導電型の半導体領域との比率をそれぞれ異ならせた複数種類の半導体構造
部が存在している構成」は、第２領域の複数位置において第１導電型の半導体領域と第２
導電型の半導体領域との配置構造をそれぞれ異ならせた以下の構成を含むものである。例
えば、「上面における第１導電型の半導体領域の面積と第２導電型の半導体領域の面積と
の比率をそれぞれ異ならせた複数種類の半導体構造部が存在している構成」であってもよ
い。又は、「上面における第１領域部側の境界部での第１導電型の半導体領域の長さと第
２導電型の半導体領域の長さとの比率をそれぞれ異ならせた複数種類の半導体構造部が存
在している構成」であってもよい。若しくは、「第１導電型の半導体領域の体積と第２導
電型の半導体領域の体積との比率をそれぞれ異ならせた複数種類の半導体構造部が存在し
ている構成」であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の平面構成を概念的に例示する
概念図である。
【図２】図２は、図１の半導体装置に設けられた半導体素子の表面側の平面構成を概念的
に示す概念図である。
【図３】図３（Ａ）は、図２の半導体素子のＡ－Ａ位置の断面構成を概略的に示す断面概
略図であり、図３（Ｂ）は、図２の半導体素子のＢ－Ｂ位置の断面構成を概略的に示す断
面概略図である。
【図４】図４（Ａ）は、図２の半導体素子の第１領域部、第２領域部、ゲート電極等の平
面構成を部分的に示す説明図であり、図４（Ｂ）は、図４（Ａ）とは異なる種類の半導体
素子の第１領域部、第２領域部、ゲート電極等の平面構成を部分的に示す説明図であり、
図４（Ｃ）は、図４（Ａ）（Ｂ）とは異なる種類の半導体素子の第１領域部、第２領域部
、ゲート電極等の平面構成を部分的に示す説明図である。
【図５】図５は、Ｌ負荷耐量試験の試験回路を例示する回路図である。
【図６】図６は、図２に示す半導体素子及び比較素子のＬ負荷耐量試験（単発耐量試験）
の試験結果等を示すグラフである。
【図７】図７は、図２に示す半導体素子及び比較素子のＬ負荷耐量試験（連続動作寿命試
験）の試験結果等を示すグラフである。
【図８】図８は、図４（Ａ）（Ｂ）に示す半導体素子のそれぞれのオン抵抗及びオフ耐圧
を、図４（Ｃ）に示す半導体素子のオン抵抗及びオフ耐圧と比較して示すグラフである。
【図９】図９（Ａ）は、第２実施形態に係る半導体装置を構成する半導体素子の第１領域
部、第２領域部、ゲート領域等の平面構成を部分的に示す説明図であり、図９（Ｂ）は、
図９（Ａ）の半導体素子の変形例を示す説明図である。
【図１０】図１０は、第３実施形態に係る半導体装置を構成する半導体素子の表面側の平
面構成を概念的に示す概念図である。
【図１１】図１１（Ａ）は、図１０の半導体素子のＧ－Ｇ位置の断面構成を概略的に示す
断面概略図であり、図１１（Ｂ）は、図１０の半導体素子のＨ－Ｈ位置の断面構成を概略
的に示す断面概略図である。
【図１２】図１２は、第４実施形態に係る半導体装置を構成する半導体素子の表面側の平
面構成を概略的に示す概略図である。
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【図１３】図１３は、第５実施形態に係る半導体装置を構成する半導体素子の表面側の平
面構成を概略的に示す概略図である。
【図１４】図１４は、第５実施形態に係る半導体装置の平面構成を概念的に例示する概念
図である。
【図１５】図１５（Ａ）は、他の実施形態に関し、図４に示す半導体素子において第２領
域部を変更した変更例を示す説明図であり、図１５（Ｂ）は、図１５（Ａ）とは異なる変
更例を示す説明図である。
【図１６】図１６は、他の実施形態に関し、半導体素子の断面構造を図３（Ａ）とは異な
る断面構造に変更した変更例を示す断面概略図である。
【図１７】図１７は、他の実施形態に関し、半導体素子の断面構造を図３（Ａ）、図１６
とは異なる断面構造に変更した変更例を示す断面概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　[第１実施形態]
　以下、本発明を具現化した第１実施形態について、図面を参照して説明する。
　図１に示す半導体装置１は、図３等に示す半導体基板２の表面２ａ側に複数の半導体素
子が構成されてなるものである。図１の例では、半導体基板２において、ＬＤＭＯＳとし
て構成される半導体素子２０，３０，６０に加え、バイポーラトランジスタ７１、抵抗素
子７２、メモリ７３、キャパシタ７４、ＣＭＯＳ７５などの各素子が配置されている。
【００１１】
　本構成では、半導体装置１を構成する基板として、素子形成基板としての半導体基板２
と図示しない支持基板とで絶縁膜（図示略）を挟み込んでなる公知のＳＯＩ基板が用いら
れている。そして、半導体基板２としてＮ型のシリコン基板が用いられ、支持基板として
シリコン基板が用いられ、これら基板間の絶縁膜として、例えばＳｉＯ２が用いられる。
そして、半導体基板２（素子形成基板）の表面２ａ側に上述の各素子が形成されている。
なお、ここでは、代表例としてＳＯＩ基板を例示しているが、半導体基板２はバルク基板
であってもよい。
【００１２】
　ここで、半導体素子２０、３０に共通する構成について説明する。なお、図２では、半
導体素子２０の例を示しているが、半導体素子３０は、第２領域部１２の内部構成（Ｎ＋
拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂの比率）が半導体素子２０と異なるだけであり、そ
れ以外は半導体素子２０と同様である。特に、半導体素子３０でも、Ｐ＋拡散領域１２ｂ
の位置で横方向に切断した切断面は図３（Ａ）と同様であり、Ｎ＋拡散領域１２ａの位置
で横方向に切断した切断面は図３（Ｂ）と同様である。
【００１３】
　半導体素子２０、３０はいずれも、ＬＤＭＯＳトランジスタとして構成されており、図
２のように、Ｎ型の半導体基板２の表層部に第１領域部１１と第２領域部１２とが交互に
形成されている。第１領域部１１はＬＤＭＯＳトランジスタのドレインに対応する領域で
あり、第２領域部１２はＬＤＭＯＳトランジスタのソースに対応する領域となっている。
なお、図２は、半導体基板２における一部部位（半導体素子２０の部位）の表層部につい
て平面視した構造を概念的に示しており、第１領域部１１及び第２領域部１２以外の領域
については、図示を省略している。
【００１４】
　第１領域部１１は、半導体基板２の表面２ａ側において所定方向に長手状に延びるＮ導
電型の半導体領域として構成されている。なお、本明細書では、半導体基板２の表面と平
行な平面方向の内、所定の一方向をＸ方向とし、その平面方向においてＸ方向と直交する
方向をＹ方向としている（図２参照）。そして、Ｙ方向が、上記所定方向に相当しており
、このＹ方向に沿って複数の第１領域部１１が例えば平面視矩形状となる外形構造で長手
状に延びている。また、本構成では、Ｎ導電型（Ｎ型）が第１導電型であり、Ｐ導電型が
第２導電型となっている。第１領域部１１は、半導体基板２のＮ領域１８よりも高濃度で
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構成されたＮ導電型の拡散領域（Ｎ＋拡散領域）として構成されており、図示しないドレ
イン電極に電気的に接続されたドレイン領域として機能している。
【００１５】
　図３に示すように、半導体基板２の表面２ａ付近において、各第１領域部１１に隣接す
る位置には、フィールド酸化膜としての絶縁膜１９ａが形成されている。絶縁膜１９ａは
、例えばＳｉＯ２によって構成され、半導体基板２の表層部付近において、横方向（Ｘ方
向）一端側が第１領域部１１（Ｎ＋拡散領域）に隣接し、他端側が後述するゲート電極１
４の下方位置に配置された構成となっている。そして、第１領域部１１に隣接しつつ第１
領域部１１に沿ってＹ方向に長手状に延びている。
【００１６】
　第２領域部１２は、半導体基板２の表面２ａ側において上記所定方向（Ｙ方向）に長手
状に延びる領域として構成されている。本構成では、図２に示すＹ方向に沿って複数の第
２領域部１２が間隔をあけて長手状に延びている。各第２領域部１２は、Ｘ方向に並んだ
複数の第１領域部１１の各領域間（隣接する第１領域部１１同士の間）において、それぞ
れの第１領域部１１から離れた位置に、例えば平面視矩形状の外形構造で配置されている
。この第２領域部１２は、図２のようにＮ導電型の拡散領域（Ｎ＋拡散領域１２ａ）と、
Ｐ導電型の拡散領域（Ｐ＋拡散領域１２ｂ）とがＹ方向において交互に構成された半導体
構造部１３からなり、図示しないソース電極に電気的に接続されたソース領域として機能
している。なお、本構成では、図２に示す各第１領域部１１及び各第２領域部１２におい
て、隣接する第１領域部１１と第２領域部１２との間隔（第１領域部１１の横方向中心位
置と、これに隣接する第２領域部１２の横方向中心位置との間隔であり、以下、ソースド
レイン間隔Ｌ１とも称する）が全て略同一となっている。また、第２領域部１２の更に詳
しい構成は後述する。
【００１７】
　図３、図４に示すように、半導体基板２の表層部に構成される第２領域部１２の周囲に
は、Ｐ導電型のボディ領域１７が構成されている。ボディ領域１７において第２領域部１
２に隣接する表層部側の部分（ゲート電極１４の直下の部分）は、チャネル領域として機
能する。
【００１８】
　図３、図４のように、半導体基板２における第１領域部１１と第２領域部１２との間の
領域上には、絶縁膜１６を介してゲート電極１４が配置されている。絶縁膜１６及びゲー
ト電極１４は、ボディ領域１７、ボディ領域１７と絶縁膜１９ａの間に配置される半導体
基板２の領域（Ｎ領域１８）、絶縁膜１９ａの一部に跨る構成で、これらの上方に配置さ
れており、第１領域部１１及び第２領域部１２の延びる方向（即ち、Ｙ方向）に沿って長
手状に延びている。なお、図２では、ゲート電極１４等は省略している。また、図３等の
例では、半導体基板２やゲート電極１４の上方側の構成（絶縁膜や配線等）は省略してい
る。
【００１９】
　このように、半導体素子２０、３０のいずれの表層部も、長手状の第１領域部１１（ド
レイン領域）と第２領域部１２（ソース領域）とが横方向（Ｘ方向）に交互に配置され、
ストライプ状の構造となっている。そして、このような構成を有する半導体素子２０、３
０は、半導体基板２における一定の範囲の素子領域ＡＲに形成されており、半導体装置１
にはこのような素子領域が複数設けられている。例えば、図１の例では、半導体素子２０
が構成された素子領域が２つ設けられ、半導体素子３０が構成された素子領域が３つ設け
られている。なお、図１では、半導体基板２に構成される各素子の領域のみを矩形枠にて
概念的に示しており、具体的な構成の図示は省略している。
【００２０】
　次に、半導体素子２０の構成について詳述する。
　図２に示すように、半導体素子２０の各第２領域部１２（ソース領域）は、上述したよ
うに各第２領域部１２が延びる所定方向（図２に示すＹ方向）においてＮ導電型の半導体
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領域（Ｎ＋拡散領域１２ａ）とＰ導電型の半導体領域（Ｐ＋拡散領域１２ｂ）とが交互に
配置されている。そして、図４（Ａ）のように、Ｎ＋拡散領域１２ａの比率と、Ｐ＋拡散
領域１２ｂの比率とが異なっている。具体的には、各第２領域部１２において、各第２領
域部１２の全体体積に対するＮ＋拡散領域１２ａ（Ｎ＋活性部）の体積の比率よりも、各
第２領域部１２の全体体積に対するＰ＋拡散領域１２ｂ（Ｐ＋活性部）の体積の比率の方
が大きくなっている。つまり、各第２領域部１２内では、Ｎ＋拡散領域１２ａよりもＰ＋
拡散領域１２ｂの方が多く配置されており、図４（Ａ）の例では、各第２領域部における
Ｐ＋拡散領域１２ｂの体積が、Ｎ＋拡散領域１２ａの体積の２倍程度となっている。
【００２１】
　本構成では、図２のように、半導体素子２０の一部を構成する第２領域部１２の全体が
同種類の半導体構造部１３によって構成されており、Ｘ方向に間隔をあけて同一構造の半
導体構造部１３がそれぞれ配置されている。第２領域部１２を構成する長手状の各半導体
構造部１３は、間隔をあけてそれぞれ配置される各Ｐ＋拡散領域１２ｂがいずれも略同一
の形状となっており、間隔をあけてそれぞれ配置される各Ｎ＋拡散領域１２ａがいずれも
略同一の形状となっている。このため、第２領域部１２を構成する長手状の各半導体構造
部１３は、各Ｐ＋拡散領域１２ｂがいずれも同程度の体積となっており、各Ｎ＋拡散領域
１２ａがいずれも同程度の体積となっている。そして、各々のＰ＋拡散領域１２ｂの体積
がいずれも、各々のＮ＋拡散領域１２ａの体積よりも大きく、例えば、１つのＰ＋拡散領
域１２ｂの体積が、１つのＮ＋拡散領域１２ａの体積の２倍程度となっている。このよう
な構成により、第２領域部１２を構成する長手状の各半導体構造部１３のいずれにおいて
も、Ｐ＋拡散領域１２ｂの体積が、Ｎ＋拡散領域１２ａの体積の２倍程度となっている。
【００２２】
　そして、各々のＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積は、それぞれが略同一の面積となってお
り、各々のＮ＋拡散領域１２ａの上面面積もそれぞれが略同一の面積となっている。そし
て、各々のＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積がいずれも、各々のＮ＋拡散領域１２ａの上面
面積よりも大きく、例えば、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積が、１つのＮ＋拡散領
域１２ａの上面面積の２倍程度となっている。このような構成により、長手状に構成され
る各第２領域部１２の上面において、Ｎ＋拡散領域１２ａの面積（上面の面積）とＰ＋拡
散領域１２ｂの面積（上面の面積）との比率が１：１ではなく、Ｐ＋拡散領域１２ｂの上
面の総面積が、Ｎ＋拡散領域１２ａの上面の総面積よりも大きい構成（例えば、２倍程度
に大きい構成）となっている。なお、図２に示す半導体素子２０では、第２領域部１２の
全体が同一種類の半導体構造部１３によって構成されている。なお、このように、第２領
域部１２が長手状に構成される例において同一種類の半導体構造部１３の領域とは、上面
部において同一構造のＮ＋拡散領域１２ａが間隔をあけて配置され且つ同一構造のＰ＋拡
散領域１２ｂが間隔をあけて配置されるようにＮ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂ
とが交互に配置される領域である。図２に示す半導体素子３０では、第２領域部１２の全
体がこのような構造となっているため、第２領域部１２の全体が同一種類の半導体構造部
１３によって構成されているといえる。
【００２３】
　更に、第２領域部１２を構成する長手状の各半導体構造部１３は、その上面において、
第１領域部１１側の境界部でのＮ＋拡散領域１２ａの長さの総和と、Ｐ＋拡散領域１２ｂ
の長さの総和との比率が１：１ではなく、Ｐ＋拡散領域１２ｂの長さの総和がＮ＋拡散領
域１２ａの長さの総和の２倍程度となっている。図２の例では、長方形状に構成される各
半導体構造部１３の２つの長辺部分が各半導体構造部１３における第１領域部１１側の境
界部であり、この部分において、Ｐ＋拡散領域１２ｂの長さの総和がＮ＋拡散領域１２ａ
の長さの総和よりも大きく、例えば２倍程度となっている。なお、図３（Ａ）（Ｂ）では
、半導体構造部１３における第１領域部１１側の境界をγ１で概念的に示しており、図４
では、半導体構造部１３における第１領域部１１側の境界をγ２で示している。半導体構
造部１３における第１領域部１１側の境界部は、このような境界を構成する部分である。
【００２４】
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　より具体的には、各Ｎ＋拡散領域１２ａは、所定幅で横方向（Ｘ方向）に延びる平面視
矩形状となっており、各第２領域部１２において、それぞれのＮ＋拡散領域１２ａが一定
間隔おきに配置されている。そして、それぞれのＮ＋拡散領域１２ａの幅（Ｙ方向の長さ
）は、幅Ｗ１で構成されている。また、各Ｐ＋拡散領域１２ｂは、所定幅で横方向（Ｘ方
向）に延びる平面視矩形状となっており、各第２領域部１２において、それぞれのＰ＋拡
散領域１２ｂが一定間隔おきに配置されている。そして、それぞれのＰ＋拡散領域１２ｂ
の幅（Ｙ方向の長さ）は、幅Ｗ２で構成されている。そして、各Ｎ＋拡散領域１２ａの幅
Ｗ１よりも、各Ｐ＋拡散領域１２ｂの幅Ｗ２のほうが大きくなっている。この構成では、
１つのＮ＋拡散領域１２ａの表面において、左右両側に構成されるそれぞれの境界部（第
１領域部１１側の境界部）の長さがＷ１である。そして、いずれのＮ＋拡散領域１２ａに
おいても、左右両側に構成されるそれぞれの境界部（第１領域部１１側の境界部）の長さ
がＷ１となっている。また、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの表面において、左右両側に構成
されるそれぞれの境界部（第１領域部１１側の境界部）の長さがＷ２である。そして、い
ずれのＰ＋拡散領域１２ｂにおいても、左右両側に構成されるそれぞれの境界部（第１領
域部１１側の境界部）の長さがＷ２となっている。そして、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの
境界部の長さＷ２が、１つのＮ＋拡散領域１２ａの境界部の長さＷ１よりも大きく、例え
ば、２倍程度となっている。なお、各Ｎ＋拡散領域１２ａの深さと、各Ｐ＋拡散領域１２
ｂの深さは、例えば同程度となっている。このような構成により、各第２領域部１２にお
いて、Ｎ＋拡散領域１２ａの比率よりもＰ＋拡散領域１２ｂの比率のほうが大きくなって
いる。
【００２５】
　そして、このように構成されているため、半導体素子２０は、図４（Ｃ）のような構成
と比較して、ＥＳＤ耐量が高く、Ｌ負荷耐量が高くなっており、これらの耐量を重視する
素子となっている。なお、図４（Ｃ）の半導体素子６０は、第２領域部１２以外が半導体
素子２０と同一構造となっているＬＤＭＯＳトランジスタであり、ソース領域とドレイン
領域のソースドレイン間隔Ｌ１も、半導体素子２０と同一となっているものである。
【００２６】
　半導体素子６０は、各Ｎ＋拡散領域１２ａの幅Ｗ１と、各Ｐ＋拡散領域１２ｂの幅Ｗ２
とが同程度となっており、第２領域部１２内におけるＰ＋拡散領域１２ｂの比率とＮ＋拡
散領域１２ａの体積の比率が同程度となっている。これに対し、半導体素子２０は、ソー
スドレイン間のピッチＬ１を大きくすることなく、半導体素子６０よりもＥＳＤ耐量が高
められ、Ｌ負荷耐量が高められており、面積ロスを抑えつつ耐量増大効果が得られている
。なお、図４において、Ｌ１は、第１領域部１１の幅方向中心位置と第２領域部１２の幅
方向中心位置との間隔をソースドレイン間隔（ソースドレインピッチ）として示すもので
ある。
【００２７】
　ここで、半導体素子６０について説明する。図４（Ｃ）で示す半導体素子６０は、各Ｎ
＋拡散領域１２ａの幅Ｗ１及び各Ｐ＋拡散領域１２ｂの幅Ｗ２を、半導体素子２０におけ
る各Ｎ＋拡散領域１２ａの幅Ｗ１及び各Ｐ＋拡散領域１２ｂの幅Ｗ２と異ならせているだ
けであり、それ以外の構造は、図２等で示す半導体素子２０と同様である。半導体素子６
０の各第２領域部１２（ソース領域）も、上述したように各第２領域部１２が延びる所定
方向においてＮ導電型の半導体領域（Ｎ＋拡散領域１２ａ）とＰ導電型の半導体領域（Ｐ
＋拡散領域１２ｂ）とが交互に配置されている。なお、図４（Ｃ）では、半導体素子６０
の一部分における第１領域部１１（ドレイン領域）と第２領域部１２（ソース領域）との
間を部分的に示しているが、実際には各第１領域部１１及び各第２領域部１２が図４（Ｃ
）の図よりも長く、例えば図２に示す各第１領域部１１及び各第２領域部１２と同程度と
なっている。また、実際には、各第２領域部１２において、図４（Ｃ）に示すサイズのＮ
＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂとが交互に繰り返して多数配置されている。一方
、第１領域部１１は、Ｎ＋拡散領域として構成され、このような第２領域部１２と同程度
の長さで構成されている。そして、半導体素子２０と同様、このように構成される第１領
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域部１１と第２領域部１２とが横方向（第１領域部１１及び第２領域部１２の長手方向と
直交する方向）に間隔をあけて交互に配置されている。
【００２８】
　この半導体素子６０でも、第２領域部１２の全体が同種類の半導体構造部１３によって
構成されており、Ｘ方向に間隔をあけて同一構造の半導体構造部１３がそれぞれ配置され
ている。そして、長手状の各半導体構造部１３は、間隔をあけてそれぞれ配置される各Ｐ
＋拡散領域１２ｂがいずれも略同一の形状となっており、間隔をあけてそれぞれ配置され
る各Ｎ＋拡散領域１２ａがいずれも略同一の形状となっている。このため、半導体素子６
０では、第２領域部１２を構成する長手状の各半導体構造部１３において、各Ｐ＋拡散領
域１２ｂがいずれも同程度の体積となっており、各Ｎ＋拡散領域１２ａがいずれも同程度
の体積となっている。そして、各々のＰ＋拡散領域１２ｂの体積と、各々のＮ＋拡散領域
１２ａの体積とが略同一となっている。
【００２９】
　この半導体素子６０では、各々のＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積は、それぞれが略同一
の面積となっており、各々のＮ＋拡散領域１２ａの上面面積もそれぞれが略同一の面積と
なっている。そして、各々のＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積がいずれも、各々のＮ＋拡散
領域１２ａの上面面積と略同一であり、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積が、１つの
Ｎ＋拡散領域１２ａの上面面積と同程度となっている。このような構成であるため、長手
状に構成される各第２領域部１２の上面において、Ｎ＋拡散領域１２ａの面積（上面の面
積）とＰ＋拡散領域１２ｂの面積（上面の面積）との比率が１：１となっている。
【００３０】
　更に、この半導体素子６０では、長手状の各半導体構造部１３の上面において、Ｎ＋拡
散領域１２ａにおける第１領域部１１側の境界部での各長さＷ１と、Ｐ＋拡散領域１２ｂ
における第１領域部１１側の境界部での各長さＷ２とが同一であり、第１領域部１１側の
境界部でのＮ＋拡散領域１２ａの長さの総和と、Ｐ＋拡散領域１２ｂの長さの総和との比
率が１：１となっている。なお、この例でも、図２と同様、長方形状に構成される各半導
体構造部１３の２つの長辺部分が各半導体構造部１３における第１領域部１１側の境界部
であり、この部分において、Ｐ＋拡散領域１２ｂの長さの総和とＮ＋拡散領域１２ａの長
さの総和とが同程度となっている。
【００３１】
　次に、半導体素子３０の構成について詳述する。
　なお、半導体素子３０は、各Ｎ＋拡散領域１２ａの幅Ｗ１と各Ｐ＋拡散領域１２ｂの幅
Ｗ２を半導体素子２０と異ならせただけであり、それ以外の構造は、図２で示す半導体素
子２０と同様である。半導体素子３０の各第２領域部１２（ソース領域）も、上述したよ
うに各第２領域部１２が延びる所定方向においてＮ導電型の半導体領域（Ｎ＋拡散領域１
２ａ）とＰ導電型の半導体領域（Ｐ＋拡散領域１２ｂ）とが交互に配置されている。そし
て、図４（Ｂ）のように、Ｎ＋拡散領域１２ａの比率と、Ｐ＋拡散領域１２ｂの比率とが
異なっている。なお、図４（Ｂ）では、半導体素子３０の一部分における第１領域部１１
（ドレイン領域）と第２領域部１２（ソース領域）との間を部分的に示しているが、実際
には各第１領域部１１及び各第２領域部１２が図４（Ｂ）の図よりも長く、例えば図２に
示す各第１領域部１１及び各第２領域部１２と同程度となっている。また、実際には、各
第２領域部１２において、図４（Ｂ）に示すサイズのＮ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域
１２ｂとが交互に繰り返して多数配置されている。一方、第１領域部１１は、Ｎ＋拡散領
域として構成され、このような第２領域部１２と同程度の長さで構成されている。そして
、半導体素子２０と同様、このように構成される第１領域部１１と第２領域部１２とが横
方向（第１領域部１１及び第２領域部１２の長手方向と直交する方向）に間隔をあけて交
互に配置されている。
【００３２】
　そして、半導体素子３０では、各第２領域部１２において、各第２領域部１２の全体体
積に対するＰ＋拡散領域１２ｂ（Ｐ＋活性部）の体積の比率よりも、各第２領域部１２の
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全体体積に対するＮ＋拡散領域１２ａ（Ｎ＋活性部）の体積の比率の方が大きくなってい
る。つまり、各第２領域部１２内では、Ｐ＋拡散領域１２ｂよりもＮ＋拡散領域１２ａの
方が多く配置されており、図４（Ｂ）の例では、各第２領域部１２におけるＮ＋拡散領域
１２ａの体積が、Ｐ＋拡散領域１２ｂの体積の２倍程度となっている。
【００３３】
　半導体素子３０においても、当該半導体素子３０の一部を構成する第２領域部１２の全
体が同種類の半導体構造部１３によって構成されており、Ｘ方向に間隔をあけて同一構造
の半導体構造部１３がそれぞれ配置されている。第２領域部１２を構成する長手状の各半
導体構造部１３は、間隔をあけてそれぞれ配置される各Ｐ＋拡散領域１２ｂがいずれも略
同一の形状となっており、間隔をあけてそれぞれ配置される各Ｎ＋拡散領域１２ａがいず
れも略同一の形状となっている。このため、第２領域部１２を構成する長手状の各半導体
構造部１３は、各Ｐ＋拡散領域１２ｂがいずれも同程度の体積となっており、各Ｎ＋拡散
領域１２ａがいずれも同程度の体積となっている。そして、図４（Ｂ）のように、各々の
Ｎ＋拡散領域１２ａの体積がいずれも、各々のＰ＋拡散領域１２ｂの体積よりも大きく、
例えば、１つのＮ＋拡散領域１２ａの体積が、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの体積の２倍程
度となっている。このような構成により、第２領域部１２を構成する長手状の各半導体構
造部１３のいずれにおいても、Ｎ＋拡散領域１２ａの体積が、Ｐ＋拡散領域１２ｂの体積
の２倍程度となっている。
【００３４】
　そして、半導体素子３０において、各々のＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積は、それぞれ
が略同一の面積となっており、各々のＮ＋拡散領域１２ａの上面面積もそれぞれが略同一
の面積となっている。そして、各々のＮ＋拡散領域１２ａの上面面積がいずれも、各々の
Ｐ＋拡散領域１２ｂの上面面積よりも大きく、例えば、１つのＮ＋拡散領域１２ａの上面
面積が、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積の２倍程度となっている。このような構成
により、長手状に構成される各第２領域部１２の上面において、Ｎ＋拡散領域１２ａの面
積（上面の面積）とＰ＋拡散領域１２ｂの面積（上面の面積）との比率が１：１ではなく
、Ｎ＋拡散領域１２ａの上面の総面積が、Ｐ＋拡散領域１２ｂの上面の総面積よりも大き
い構成（例えば、２倍程度に大きい構成）となっている。
【００３５】
　更に、半導体素子３０において、第２領域部１２を構成する長手状の各半導体構造部１
３は、その上面において、第１領域部１１側の境界部でのＮ＋拡散領域１２ａの長さの総
和とＰ＋拡散領域１２ｂの長さの総和の比率が１：１ではなく、Ｎ＋拡散領域１２ａの長
さの総和がＰ＋拡散領域１２ｂの長さの総和の２倍程度となっている。この半導体素子３
０でも、長方形状に構成される各半導体構造部１３の長辺部分が各半導体構造部１３にお
ける第１領域部１１側の境界部であり、この部分において、Ｎ＋拡散領域１２ａの長さの
総和がＰ＋拡散領域１２ｂの長さの総和よりも大きく、例えば２倍程度となっている。
【００３６】
　より具体的には、半導体素子３０でも、Ｎ＋拡散領域１２ａは、所定幅で横方向（第２
領域部１２の長手方向と直交する方向）に延びる平面視矩形状となっており、各第２領域
部１２において、それぞれのＮ＋拡散領域１２ａが一定間隔おきに配置されている。そし
て、それぞれのＮ＋拡散領域１２ａの幅（第２領域部１２の長手方向の長さ）は、幅Ｗ１
で構成されている。また、各Ｐ＋拡散領域１２ｂは、所定幅で横方向に延びる平面視矩形
状となっており、各第２領域部１２において、それぞれのＰ＋拡散領域１２ｂが一定間隔
おきに配置されている。そして、それぞれのＰ＋拡散領域１２ｂの幅は、幅Ｗ２で構成さ
れている。そして、各Ｐ＋拡散領域１２ｂの幅Ｗ２よりも、各Ｎ＋拡散領域１２ａの幅Ｗ
１のほうが大きくなっている。この構成でも、１つのＮ＋拡散領域１２ａの表面において
、左右両側に構成されるそれぞれの境界部（第１領域部１１側の境界部）の長さがＷ１で
ある。そして、いずれのＮ＋拡散領域１２ａにおいても、左右両側に構成されるそれぞれ
の境界部（第１領域部１１側の境界部）の長さがＷ１となっている。また、１つのＰ＋拡
散領域１２ｂの表面において、左右両側に構成されるそれぞれの境界部（第１領域部１１
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側の境界部）の長さがＷ２である。そして、いずれのＰ＋拡散領域１２ｂにおいても、左
右両側に構成されるそれぞれの境界部（第１領域部１１側の境界部）の長さがＷ２となっ
ている。そして、１つのＮ＋拡散領域１２ａの境界部の長さＷ１が、１つのＰ＋拡散領域
１２ｂの境界部の長さＷ２よりも大きく、例えば、２倍程度となっている。なお、各Ｎ＋
拡散領域１２ａの深さと、各Ｐ＋拡散領域１２ｂの深さは、例えば同程度となっている。
このような構成により、各第２領域部１２において、Ｐ＋拡散領域１２ｂの比率よりもＮ
＋拡散領域１２ａの比率のほうが大きくなっている。そして、このように構成されている
ため、半導体素子３０は、図４（Ｃ）のような構成（各第２領域部１２において、Ｎ＋拡
散領域１２ａの比率とＰ＋拡散領域１２ｂの比率とを同程度とした構成）と比較して、オ
ン抵抗が低く、電流能力を重視する素子となっている。
【００３７】
　このように、半導体装置１の半導体基板２には、特性の異なる複数種類の半導体素子２
０，３０，６０が形成され、同一の半導体基板２に構成される複数の半導体素子２０，３
０，６０において、異なる種類の半導体構造部１３がそれぞれ設けられている。つまり、
第２領域部１２においてＮ＋拡散領域１２ａよりもＰ＋拡散領域１２ｂの比率を大きくし
た半導体素子２０と、第２領域部１２においてＰ＋拡散領域１２ｂよりもＮ＋拡散領域１
２ａの比率を大きくした半導体素子３０と、第２領域部１２においてＮ＋拡散領域１２ａ
とＰ＋拡散領域１２ｂとを同程度の比率とした半導体素子６０とが混在している。即ち、
Ｎ＋拡散領域１２ａの上面面積とＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積との比率をそれぞれ異な
らせ、且つ上面における第１領域部１１側の境界部でのＮ＋拡散領域１２ａの長さと、上
面における第１領域部１１側の境界部でのＰ＋拡散領域１２ｂの長さとの比率をそれぞれ
異ならせた複数種類の半導体構造部１３が存在しているのである。
【００３８】
　具体的には、一方の半導体素子２０の第２領域部１２における各Ｎ＋拡散領域１２ａの
幅Ｗ１と各Ｐ＋拡散領域１２ｂの幅Ｗ２との比率（Ｗ１：Ｗ２）が、他方の半導体素子３
０の第２領域部１２における各Ｎ＋拡散領域１２ａの幅Ｗ１と各Ｐ＋拡散領域１２ｂの幅
Ｗ２との比率（Ｗ１：Ｗ２）と異なっている。そして、これにより、半導体素子２０の第
２領域部１２におけるＮ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂとの体積比率が、他の半
導体素子３０の第２領域部１２におけるＮ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂとの体
積比率と異なっている。また、これら半導体素子２０，３０におけるそれぞれの比率（Ｗ
１：Ｗ２）は、半導体素子６０の第２領域部１２における各Ｎ＋拡散領域１２ａの幅Ｗ１
と各Ｐ＋拡散領域１２ｂの幅Ｗ２との比率（Ｗ１：Ｗ２）とも異なっている。これにより
、半導体素子２０，３０の第２領域部１２におけるＮ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１
２ｂとの各体積比率は、半導体素子６０の第２領域部１２におけるＮ＋拡散領域１２ａと
Ｐ＋拡散領域１２ｂとの体積比率とも異なっている。このように、同一の半導体基板２に
おいて、少なくともソース・ドレインピッチの変更以外の方法で特性を異ならせた複数種
類の半導体素子２０、３０，６０を配置しており、各素子において、耐量の度合い、オン
抵抗の低減度合いを設定でき、自由度高く使い分けることができるようになっている。
【００３９】
　更に、図１の例では、半導体素子２０，３０、６０と共に、バイポーラトランジスタ７
１、抵抗素子７２、メモリ７３、キャパシタ７４、ＣＭＯＳ７５が混載されている。なお
、これらと共に、後述の半導体素子４０、５０、８０、９０のいずれか１又は複数種類が
混載されていてもよい。このように、半導体装置１では、多種類の混載によって多機能化
を図ることができ、同等の機能を多部品で実現する場合に比べて装置サイズの低減を図る
ことができる。
【００４０】
　次に、半導体装置１で得られる効果の例について説明する。
　本構成では、半導体装置１内の複数の半導体素子２０，３０，６０に構成される第２領
域部１２において複数種類の半導体構造部１３（構造部１３ａ，１３ｂ，１３ｃ）が設け
られ、装置内には、Ｎ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂの比率が異なる複数種類の
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半導体構造部１３が存在している。半導体構造部１３でのＮ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散
領域１２ｂとの比率は、チャネル抵抗に影響を及ぼす要素であり、耐量とオン抵抗の設定
に寄与する要素となる。そして、この比率を変えることで、チャネル抵抗に差を生じさせ
ることができ、より耐量を増大させる構造、又は、よりオン抵抗を低減させる構造とする
ことができる。従って、半導体構造部１３におけるＮ導電型とＰ導電型の比率を装置全体
で一律に定めるのではなく、領域毎に個別に設定すれば、各領域での耐量とオン抵抗のバ
ランスを、それぞれの領域に適した状態に定めることができる。しかも、相対的に耐量を
重視する領域では、第１領域部１１と第２領域部１２の間隔を大幅に増大させることなく
、第２領域部１２内での比率を調整することで耐量の増大を図ることができるため、面積
ロスが効果的に抑えられる。
【００４１】
　例えば、半導体素子２０、３０は、第２領域部１２において、第１導電型の半導体領域
（Ｎ＋拡散領域１２ａ）の比率と、第２導電型の半導体領域（Ｐ＋拡散領域１２ｂ）の比
率とが異なっているため、これらの比率が同程度の構成と比べて、耐量の増大効果又はオ
ン抵抗の低減効果がより高くなる。例えば半導体素子２０では、ソースドレイン間のピッ
チＬ１を変更する方法とは別の方法で、ＥＳＤ耐量が高められ、Ｌ負荷耐量が高められて
おり、面積ロスを抑えつつ耐量増大効果が得られている。逆に、半導体素子３０では、ソ
ースドレイン間のピッチＬ１を変更する方法とは別の方法で、オン抵抗の低減が図られ、
特にオフ耐圧の低減を抑えつつオン抵抗の低減を図っている。
【００４２】
　ここで、半導体装置１について、図５に示す回路を用いた耐量試験の結果について説明
する。図６は、図５の回路を用いた単発耐量試験の結果を示すものである。この単発耐量
試験では、例えば電源Ｖ１の電源電圧を１６Ｖ、コイルＬ１のインダクタンスを１５ｍＨ
、抵抗Ｒ１の抵抗値を１０Ω、ツェナーダイオードＤ１のツェナー電圧を４０Ｖ、ツェナ
ーダイオードＤ２のツェナー電圧を１０Ｖとした設定を基本設定としている。そして、試
験対象となる素子（図５では半導体素子ＳＷ）のゲートに、所定パルス幅（例えば数百μ
ｓのパルス間隔）のシングルパルスを与えることで試験対象となる素子をスイッチング動
作させたときにアバランシェ破壊が生じるか否かを検査している。この試験では、複数の
エネルギー条件で上記試験を行い、シングルパルスでアバランシェ破壊が生じる場合のエ
ネルギーを検査している。
【００４３】
　図６では、図４（Ｃ）で示す半導体素子６０の構造を構造１としており、この構造１を
基準構造（比較例）としている。この構造１は、第２領域部１２の構成以外は図２、図３
に示す半導体素子２０と同一としたものである。そして、構造１の半導体素子６０では、
第２領域部１２においてＮ＋拡散領域の幅Ｗ１とＰ＋拡散領域の幅Ｗ２の比（Ｗ１：Ｗ２
）が１：１となっており、これらの体積比率も１：１となっている。また、図６で示す構
造２は、構造１（半導体素子６０）の構成から、図６の特性が得られる程度にソースドレ
イン間隔Ｌ１を広くした構成となっており、それ以外は構造１（半導体素子６０）と同様
である。また、構造３は、図２、図３等に示す半導体素子２０の構造であり、第２領域部
１２においてＮ＋拡散領域の幅Ｗ１とＰ＋拡散領域の幅Ｗ２の比（Ｗ１：Ｗ２）を１：２
としたものである。なお、構造３は、第２領域部１２の内部の構造以外は構造１と同様で
ある。
【００４４】
　図６では、横軸に各構造（構造１、２、３）を示し、縦軸に基準構造のときの値と比較
した上昇率を示している。縦軸の上昇率は、単発耐量の場合、各構造での単発耐量（単位
：ｍＪ／ｍｍ２）を基準構造の単発耐量と比較したときの上昇率（基準構造の単発耐量と
比較して何％上昇したか）を黒四角形のマークでそれぞれ示している。また、オン抵抗の
場合、各構造でのオン抵抗を基準構造のオン抵抗と比較したときの上昇率（基準構造のオ
ン抵抗と比較して何％上昇したか）を黒三角形のマークでそれぞれ示している。なお、各
構造１、２、３の単発耐量は、各構造の素子を図５のスイッチ素子ＳＷとし、上記単発耐
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量試験にてゲートに単発のパルスを与えることで検査された耐量（シングルパルスでアバ
ランシェ破壊が生じる場合のエネルギー）である。
【００４５】
　図６の結果によれば、ソースドレイン間隔Ｌ１を大きくすることで耐量向上を図ろうと
する構造２では、構造１から耐量の上昇率を１％程度上げるだけで、オン抵抗の上昇率が
１９％程度と高くなってしまうことが確認できる。一方、第２領域部１２においてＰ＋拡
散領域の比率をＮ＋拡散領域の比率よりも大きくした構造３（半導体素子２０）では、構
造１と比較して耐量が７％程度まで高くなっても、オン抵抗の上昇率が１２％程度と低く
抑えられていることが確認できる。このように、第２領域部１２においてＰ＋拡散領域の
比率をＮ＋拡散領域の比率よりも大きくすると、耐量の上昇に伴うオン抵抗の上昇度合い
が小さく、オン抵抗を抑えつつ耐量を効果的に高めることができる。
【００４６】
　また、図７は、連続Ｌ負荷動作寿命の試験結果を示すものである。この試験でも図５の
試験回路を用い、例えば電源Ｖ１の電源電圧を１６Ｖ、コイルＬ１のインダクタンスを１
５ｍＨ、抵抗Ｒ１の抵抗値を１０Ω、ツェナーダイオードＤ１のツェナー電圧を４０Ｖ、
ツェナーダイオードＤ２のツェナー電圧を１０Ｖとした設定を基本設定としている。そし
て、試験対象となる素子（図５では半導体素子ＳＷ）のゲートに、２００Ｈｚの周期でパ
ルスを与えることで、試験対象となる素子をスイッチング動作させたときの寿命（アバラ
ンシェ破壊が生じるまでのスイッチング回数）を示すものである。なお、この試験では、
シングルパルスでアバランシェ破壊が生じる場合のエネルギーよりも相当低いエネルギー
（１０．１ｍＪ）で繰り返しスイッチング動作している。なお、構造１、構造２、構造３
は、上述の単発耐量試験（図６）で説明した各構造と同一である。
【００４７】
　図７のグラフは、構造１のときの寿命（アバランシェ破壊に至るまでのスイッチング回
数）を「１」とした場合の、各構造１、２、３の寿命を相対値として示すものである。図
７のように、ソースドレイン間隔Ｌ１を大きくすることで耐量向上を図ろうとする構造２
では、構造１の寿命よりも、寿命が数百％上昇しているのに対し、第２領域部１２におい
てＰ＋拡散領域の比率をＮ＋拡散領域の比率よりも大きくした構造３（半導体素子２０）
では、寿命が数千％上昇している。このように、構造３の半導体素子２０では、構造２の
素子と比較して、連続Ｌ負荷動作寿命が大幅に高められていることが確認できた。
【００４８】
　次に、半導体素子２０（構造３）、半導体素子３０（構造４）、半導体素子６０（構造
１）の各オン抵抗等について説明する。なお、ここで示す構造１、３は、上述の単発耐量
試験（図６）で説明した各構造１、３と同一である。また、構造４は、図４（Ｂ）等に示
す半導体素子３０の構造であり、第２領域部１２においてＮ＋拡散領域の幅Ｗ１とＰ＋拡
散領域の幅Ｗ２の比（Ｗ１：Ｗ２）を２：１としたものである。なお、構造４は、第２領
域部１２の内部の構造以外は構造１、３と同様である。
【００４９】
　図８では、半導体素子６０（構造１）を基準構造とし、各構造でのオン抵抗（単位ｍΩ
・ｍｍ２）を、基準構造のときのオン抵抗と比較したときの変動率を黒丸で示している。
また、各構造でのオフ耐圧を、基準構造のときのオフ耐圧と比較したときの変動率を黒四
角で示している。図８のように、半導体素子３０の構造（構造４）では、基準構造のとき
のオン抵抗と比べて６％程度オン抵抗が減少しているが、オフ耐圧は、半導体素子６０の
構造（構造１）と同程度となっている。一方、半導体素子２０の構造（構造３）では、基
準構造のときのオン抵抗と比べて１２％程度オン抵抗が上昇しているが、上述したように
、この構成では、耐量、寿命を大幅に上昇させることができる（図６、図７）。また、半
導体素子２０の構造（構造３）では、オフ耐圧は、半導体素子６０の構造（構造１）と同
程度となっている。
【００５０】
　[第２実施形態]
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　次に、第２実施形態について説明する。
　なお、第２実施形態では、図１に示す半導体装置１において、いずれか１又は複数の半
導体素子の構成を図９（Ａ）に示すようなメッシュ構造の半導体素子とした点が第１実施
形態と異なり、それ以外は第１実施形態の半導体装置１と同様である。
【００５１】
　図９（Ａ）に示す半導体素子４０は、いわゆるメッシュ構造のＬＤＭＯＳトランジスタ
として構成されている。この半導体素子４０は、ソース領域として機能する第２領域部１
２が、縦方向及び横方向に延びる格子状の構造となっている。なお、図９（Ａ）では、半
導体素子４０の一部を部分的に示しているが、実際は、第２領域部１２を構成する縦領域
４５の本数及び横領域４６の本数が、図９（Ａ）の構成よりも多くなっている。なお、図
９（Ａ）では、ゲート電極等は省略して示している。
【００５２】
　図９（Ａ）に示す半導体素子４０では、平面視矩形状の第１領域部１１が所定の中央部
に配置されると共にこの第１領域部１１から離れた位置において第１領域部１１を囲む構
成で第２領域部１２が配置された部分構造４１が複数配列された構造となっている。なお
、図９（Ａ）では、２行２列で配置された一部の部分構造４１のみを例示しているが、実
際には３行以上の多数行且つ３列以上の多数列で部分構造４１が配置されている。この半
導体素子４０では、図９（Ａ）のＣ－Ｃ位置の断面が、図３（Ａ）と同様の構造となって
おり、Ｄ－Ｄ位置の断面が、図３（Ｂ）と同様の構造となっている。また、図９（Ａ）の
Ｅ－Ｅ位置の断面が、図３（Ａ）と同様の構造となっており、Ｆ－Ｆ位置の断面が、図３
（Ｂ）と同様の構造となっている。なお、基本的なスイッチング動作や基本的な機能は、
公知のメッシュ構造のＬＤＭＯＳトランジスタと同様である。
【００５３】
　図９（Ａ）に示す半導体素子４０では、第２領域部１２は、所定の縦方向（Ｙ方向）に
長手状に延びる縦領域４５と、縦方向と直交する横方向（Ｘ方向）に長手状に延びる横領
域４６とを備えている。そして、これら縦領域４５及び横領域４６によって囲まれた各領
域内に、各第１領域部１１がそれぞれ設けられている。各第１領域部１１は、縦領域４５
及び横領域４６によって区切られた各領域内の中心位置付近において縦領域４５及び横領
域４６から所定距離離れた位置にそれぞれ形成されている。そして、各第１領域部１１は
、半導体基板２よりも高濃度で構成されたＮ導電型の拡散領域（Ｎ＋拡散領域）として構
成されており、図示しないドレイン電極に電気的に接続されたドレイン領域として機能し
ている（図３も参照）。
【００５４】
　なお、本構成でも、半導体基板２の表面と平行な平面方向の内、所定の一方向をＸ方向
とし、その平面方向においてＸ方向と直交する方向をＹ方向としている。そして、Ｘ方向
が、横方向に相当しており、このＸ方向に沿って複数の横領域４６が長手状に延びている
。また、Ｙ方向が、縦方向に相当しており、このＹ方向に沿って複数の縦領域４５が長手
状に延びている。また、本構成でも、Ｎ導電型（Ｎ型）が第１導電型であり、Ｐ導電型が
第２導電型となっている。また、図３（Ａ）(Ｂ)と同様、半導体基板２における第１領域
部１１と第２領域部１２との間の領域がチャネル領域として機能し、この領域上には、絶
縁膜１６を介してゲート電極１４が配置されている。
【００５５】
　半導体素子４０の第２領域部１２（ソース領域）は、縦方向に延びる縦領域４５におい
て、Ｎ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂとが交互に配置されており、横方向に延び
る横領域４６においても、Ｎ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂとが交互に配置され
ている。そして、縦領域４５及び横領域４６のいずれでも、Ｎ＋拡散領域１２ａの比率と
Ｐ＋拡散領域１２ｂの比率とが異なっており、第２領域部１２全体として、Ｎ＋拡散領域
１２ａの比率とＰ＋拡散領域１２ｂの比率とが異なっている。
【００５６】
　具体的には、第２領域部１２において、第２領域部１２の全体の体積に対するＮ＋拡散
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領域１２ａ（Ｎ＋活性部）の体積の比率よりも、第２領域部１２の全体の体積に対するＰ
＋拡散領域１２ｂ（Ｐ＋活性部）の体積の比率の方が大きくなっている。つまり、第２領
域部１２内では、Ｎ＋拡散領域１２ａよりもＰ＋拡散領域１２ｂの方が多く配置されてお
り、図９（Ａ）の例では、第２領域部において、Ｐ＋拡散領域１２ｂの体積が、Ｎ＋拡散
領域１２ａの体積の２倍程度となっている。
【００５７】
　より具体的には、縦方向に延びる縦領域４５において、Ｎ＋拡散領域１２ａの縦方向の
幅（縦方向の長さ）Ｗ１１と、Ｐ＋拡散領域１２ｂの縦方向の幅（縦方向の長さ）Ｗ１２
とが異なっており、例えば、Ｐ＋拡散領域１２ｂの縦方向の幅Ｗ１２がＮ＋拡散領域１２
ａの縦方向の幅Ｗ１１の２倍程度となっている。また、横領域４６においても、Ｎ＋拡散
領域１２ａの横方向の幅（横方向の長さ）Ｗ２１と、Ｐ＋拡散領域１２ｂの横方向の幅（
横方向の長さ）Ｗ２２とが異なっており、Ｐ＋拡散領域１２ｂの横方向の幅Ｗ２２がＮ＋
拡散領域１２ａの横方向の幅Ｗ２１の２倍程度となっている。なお、Ｎ＋拡散領域１２ａ
とＰ＋拡散領域１２ｂの深さは例えば同程度となっている。また、縦領域４５におけるＮ
＋拡散領域１２ａの縦方向の幅（縦方向の長さ）Ｗ１１と、横領域４６におけるＮ＋拡散
領域１２ａの横方向の幅（横方向の長さ）Ｗ２１は、例えば同程度となっている。また、
縦領域４５におけるＰ＋拡散領域１２ｂの縦方向の幅（縦方向の長さ）Ｗ１２と、横領域
４６におけるＰ＋拡散領域１２ｂの横方向の幅（横方向の長さ）Ｗ２２は、例えば同程度
となっている。このような構成により、第２領域部において、Ｐ＋拡散領域１２ｂの体積
がＮ＋拡散領域１２ａの体積の２倍程度となっている。これにより、第１実施形態の半導
体素子２０と同様、ＥＳＤ耐量が高められ、Ｌ負荷耐量が高められている。
【００５８】
　半導体素子４０では、例えば、格子状に構成される第２領域部１２の全部が同種類の半
導体構造部１３（図９（Ａ）で示す種類の半導体構造部１３）によって構成されており、
この半導体構造部１３では、各々のＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積がいずれも、各々のＮ
＋拡散領域１２ａの上面面積よりも大きく、例えば、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの上面面
積が、１つのＮ＋拡散領域１２ａの上面面積の２倍前後となっている。このような構成に
より、格子状に構成される第２領域部１２の上面において、Ｎ＋拡散領域１２ａの面積（
上面の面積）とＰ＋拡散領域１２ｂの面積（上面の面積）との比率が１：１ではなく、Ｐ
＋拡散領域１２ｂの上面の総面積が、Ｎ＋拡散領域１２ａの上面の総面積よりも大きい構
成（例えば、２倍程度に大きい構成）となっている。
【００５９】
　更に、半導体構造部１３は、その上面において、第１領域部１１側の境界部でのＮ＋拡
散領域１２ａの長さの総和と、Ｐ＋拡散領域１２ｂの長さの総和との比率が１：１ではな
く、Ｐ＋拡散領域１２ｂの境界部の長さの総和がＮ＋拡散領域１２ａの境界部の長さの総
和よりも大きい構成（例えば、２倍程度に大きい構成）となっている。図９（Ａ）の例で
は、各部分構造４１において、第２領域部１２における第１領域部１１側の内周部（矩形
状の内周部）が「半導体構造部１３における第１領域部１１側の境界部」に相当し、いず
れの部分構造４１の境界部でも、Ｐ＋拡散領域１２ｂの境界長さの総和がＮ＋拡散領域１
２ａの境界長さの総和よりも大きい構成（例えば、２倍程度に大きい構成）となっている
。従って、半導体素子４０全体でも、半導体構造部１３の上面における第１領域部１１側
の全境界部において、Ｐ＋拡散領域１２ｂの境界長さの総和がＮ＋拡散領域１２ａの境界
長さの総和よりも大きい構成となっている。
【００６０】
　そして、このように、半導体基板２に構成される１又は複数の半導体素子をメッシュ構
造の半導体素子４０とした場合においても、単一素子又は複数の素子に配置される第２領
域部１２において、Ｐ＋拡散領域１２ｂとＮ＋拡散領域１２ａとの比率がそれぞれ異なる
複数種類の半導体構造部１３を設けることができる。この場合でも、Ｎ＋拡散領域１２ａ
の上面面積とＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積との比率をそれぞれ異ならせ、且つ上面にお
ける第１領域部１１側の境界部でのＮ＋拡散領域１２ａの長さの総和とＰ＋拡散領域１２
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ｂの長さの総和との比率をそれぞれ異ならせた複数種類の半導体構造部１３が存在してい
る構成とすればよい。
【００６１】
　メッシュ構造の半導体素子４０を備えた構成において、複数種類の半導体構造部１３を
設ける場合、半導体装置１内のいずれかの素子を図９（Ａ）のような半導体素子４０とし
、他の素子として、図９（Ａ）のようなメッシュ構造の半導体素子４０又は第１実施形態
のような半導体素子２０、３０、６０を１又は複数設け、半導体装置１に搭載される複数
の素子のそれぞれにおいて、半導体構造部１３でのＮ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１
２ｂとの比率をそれぞれ異ならせるようにしてもよい。例えば、半導体装置１において、
１つの素子として図９（Ａ）のような半導体素子４０を設け、他の素子として、Ｎ＋拡散
領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂとの比率を１：１としたメッシュ構造の半導体素子（図
９（Ａ）と同様の構造であり、比率を異ならせた構造の半導体素子）を設けてもよく、他
の素子として、Ｎ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂとの比率を２：１としたメッシ
ュ構造の半導体素子（図９（Ａ）と同様の構造であり、比率を異ならせた構造の半導体素
子）を設けてもよい。或いは、メッシュ構造の１つの半導体素子４０の内部において、Ｎ
＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂの比率が異なる複数種類の半導体構造部１３が設
けられていてもよく、若しくは、これらを併用した構造であってもよい。
【００６２】
　なお、メッシュ構造の半導体素子４０の構成は、図９（Ａ）の構成に限られるものでは
なく、第１領域部１１や第２領域部１２の形状を様々に変更してもよい。例えば、第２領
域部１２の形状を図９（Ｂ）のように変更してもよい。なお、この図９（Ｂ）の例は、第
２領域部１２によって区切られる各領域（中心に第１領域部１１が配置される各領域）の
内周縁部の形状や、Ｎ＋拡散領域１２ａ及びＰ＋拡散領域１２ｂの配置構成が図９（Ａ）
の例とは異なっている。
【００６３】
　[第３実施形態]
　次に、第３実施形態について説明する。
　図１０に示す半導体素子５０は、横型のＩＧＢＴとして構成されており、Ｎ型の半導体
基板２の表層部に第１領域部５１と第２領域部５２とが交互に形成されている。第１領域
部５１はＩＧＢＴのコレクタに対応する領域であり、第２領域部５２はＩＧＢＴのエミッ
タに対応する領域となっている。なお、第３実施形態では、第１実施形態に係る半導体装
置１において、いずれか１又は複数の半導体素子の構成を図１０に示すような半導体素子
５０とした点が第１実施形態と異なり、それ以外は第１実施形態の半導体装置１と同様で
ある。
【００６４】
　図１０、図１１に示すように、第１領域部５１は、半導体基板２の表面２ａ側において
所定方向に長手状に延びるＰ導電型の半導体領域として構成されている。なお、本構成で
も、半導体基板２の表面と平行な平面方向の内、所定の一方向をＸ方向とし、その平面方
向においてＸ方向と直交する方向をＹ方向としている。そして、Ｙ方向が、上記所定方向
に相当しており、このＹ方向に沿って複数の第１領域部５１が長手状に延びている。また
、本構成では、Ｐ導電型（Ｐ型）が第１導電型であり、Ｎ導電型が第２導電型となってい
る。第１領域部５１は、Ｐ導電型の拡散領域（Ｐ＋拡散領域）として構成されており、図
示しないコレクタ電極に電気的に接続されたコレクタ領域として機能している。
【００６５】
　図１１に示すように、半導体基板２の表面付近において、各第１領域部５１に隣接する
位置には、絶縁膜５７が形成されている。図１１に示すように、絶縁膜５７は、例えばＳ
ｉＯ２によって構成され、半導体基板２の表面２ａ側の表層部付近において、横方向（Ｘ
方向）一端側が第１領域部５１（Ｐ＋拡散領域）に隣接し、他端側が第１実施形態と同様
のゲート電極１４の下方位置に配置された構成となっている。そして、この絶縁膜５７は
、第１領域部５１に隣接しつつ第１領域部５１に沿ってＹ方向に長手状に延びている。ま



(18) JP 5920407 B2 2016.5.18

10

20

30

40

50

た、第１領域部５１の下方には、Ｎ導電型のバッファ領域５９が設けられている。
【００６６】
　第２領域部５２は、半導体基板２の表面２ａ側において上記所定方向（Ｙ方向）に長手
状に延びる領域として構成されている。本構成では、Ｙ方向に沿って複数の第２領域部５
２が間隔をあけて長手状に延びている。各第２領域部５２は、Ｘ方向に並んだ複数の第１
領域部５１の各領域間（隣接する第１領域部５１同士の間）において、それぞれの第１領
域部５１から離れた位置に配置されている。この第２領域部５２を構成する半導体構造部
５３は、Ｐ導電型の拡散領域（Ｐ＋拡散領域５２ａ）と、Ｎ導電型の拡散領域（Ｎ＋拡散
領域５２ｂ）とがＹ方向において交互に配置された構成となっており、図示しないエミッ
タ電極に電気的に接続されたエミッタ領域として機能している。なお、第２領域部５２の
更に詳しい構成は後述する。
【００６７】
　図１１（Ａ）（Ｂ）に示すように、半導体基板２の表層部に構成される第２領域部５２
の周囲には、Ｐ導電型のボディ領域５５が構成されている。ボディ領域５５において第２
領域部５２に隣接する表層部側の部分は、チャネル領域として機能する。
【００６８】
　図１１（Ａ）（Ｂ）のように、半導体基板２における第１領域部５１と第２領域部５２
との間の領域上には、絶縁膜１６を介してゲート電極１４が配置されている。絶縁膜１６
及びゲート電極１４は、ボディ領域５５、ボディ領域５５と絶縁膜５７の間に配置される
半導体基板２の領域、絶縁膜５７の一部に跨る構成で、これらの上方に配置されており、
第１領域部５１及び第２領域部５２の延びる方向（即ち、Ｙ方向）に沿って長手状に延び
ている。なお、図１０では、ゲート電極１４等は省略している。また、図１１等の例では
、半導体基板２やゲート電極１４の上方側の構成（絶縁膜や配線等）は省略している。
【００６９】
　本構成でも、第２領域部５２において、Ｐ＋拡散領域５２ａの比率と、Ｎ＋拡散領域５
２ｂの比率とが異なっている。具体的には、第２領域部５２において、Ｐ＋拡散領域５２
ａの幅Ｗ１と、Ｎ＋拡散領域５２ｂの幅Ｗ２とが異なっており、例えば、幅Ｗ１が幅Ｗ２
の２倍程度大きくなっている。そして、この図１０の例では、第２領域部５２においてＰ
＋拡散領域５２ａの比率のほうがＮ＋拡散領域５２ｂの比率よりも大きくなっている。な
お、逆に、Ｐ＋拡散領域５２ａの幅Ｗ１よりもＮ＋拡散領域５２ｂの幅Ｗ２の方が大きく
なるように構成し、第２領域部５２においてＮ＋拡散領域５２ｂの比率のほうがＰ＋拡散
領域５２ａの比率よりも大きくなっていてもよい。
【００７０】
　そして、このように、半導体基板２に構成される１又は複数の半導体素子をＩＧＢＴと
した場合においても、単一素子又は複数の素子に配置される第２領域部において、Ｐ＋拡
散領域とＮ＋拡散領域との比率がそれぞれ異なる複数種類の半導体構造部を設けることが
できる。この場合でも、半導体装置内において、Ｎ＋拡散領域の上面面積とＰ＋拡散領域
の上面面積との比率をそれぞれ異ならせ、且つ上面における第１領域部側の境界部でのＮ
＋拡散領域の長さの総和とＰ＋拡散領域の長さの総和との比率をそれぞれ異ならせた複数
種類の半導体構造部が存在している構成とすればよい。例えば、半導体装置１内に図１０
のような半導体素子５０を複数設けた場合、それぞれの素子の半導体構造部５３において
、Ｐ＋拡散領域とＮ＋拡散領域との比率（具体的には、Ｎ＋拡散領域の上面面積とＰ＋拡
散領域の上面面積との比率）が異なるようにしてもよい。或いは、１つの半導体素子５０
の内部において、Ｎ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂの比率が異なる複数種類の半
導体構造部５３が設けられていてもよい。
【００７１】
　[第４実施形態]
　次に、図１２等を参照して第４実施形態について説明する。
　第４実施形態は、図１に示す半導体装置１において、いずれかの素子（例えば、複数存
在する半導体素子３０の１つ）を半導体素子８０に代えた点が第１実施形態の半導体装置
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１と異なり、それ以外は第１実施形態の半導体装置１と同一である。なお、図１２では、
半導体素子８０の表面側の平面構成を概略的に示しており、第２領域部１２については、
ハッチング領域として示しており、第１領域部１１については、第２領域部とは異なる模
様で示している。図１２では、第２領域部１２を概念的に示しており、実際には、Ｐ＋拡
散領域とＮ＋拡散領域とが所定方向（第２領域部１２が延びる方向）において交互に配置
された構成となっている。
【００７２】
　本構成の半導体装置１においても、半導体基板２の所定の表面２ａ側に半導体素子８０
などの複数の半導体素子が構成されている。そして、半導体素子８０は、上述した半導体
素子２０，３０，６０と基本構造は同様であり、第２領域部１２におけるＮ＋拡散領域１
２ａ及びＰ＋拡散領域１２ｂの各形状のみが半導体素子２０，３０，６０と異なっている
。なお、この半導体素子８０において、第２領域部１２におけるＰ＋拡散領域１２ｂ付近
での断面構造（Ｐ＋拡散領域１２ｂの位置において、第２領域部１２が延びる方向と直交
する方向に切断した断面構造）は、図３（Ａ）と同様である。また、Ｎ＋拡散領域１２ａ
付近での断面構造（Ｎ＋拡散領域１２ａの位置において、第２領域部１２が延びる方向と
直交する方向に切断した断面構造）は、図３（Ｂ）と同様である。この半導体素子８０は
、図１２のように、半導体基板２の表面２ａ側において第１領域部１１と第２領域部１２
とを備えている。図２、図３と同様、第１領域部１１は、Ｎ＋拡散領域が長手状に構成さ
れた部分であり、第２領域部１２は、図２と同様、第１領域部１１から離れた位置におい
てＮ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂとが交互に構成された半導体構造部１３が配
置された部分となっている。そして、図３と同様、半導体基板２における第１領域部１１
と第２領域部１２との間の領域上には、絶縁膜１６を介してゲート電極１４が配置されて
いる。
【００７３】
　そして、本構成の半導体装置１（例えば、図１において、いずれかの素子を図１２の半
導体素子８０に置換した構成）でも、第２領域部１２において、Ｎ＋拡散領域１２ａとＰ
＋拡散領域１２ｂとの比率をそれぞれ異ならせた複数種類の半導体構造部１３が存在して
おり、本構成では、単一の半導体素子８０の素子内において、複数種類の半導体構造部１
３が設けられている。
【００７４】
　図１２に示すように、半導体素子８０は、素子内において当該半導体素子８０の素子周
縁部（図１２の例では、半導体素子８０の素子領域ＡＲの境界を構成する矩形状の周縁部
分）から離れた所定の中央領域（具体的には、図１２に示す一点鎖線α１の領域内）に、
Ｎ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂの比率を所定の第１比率とした第１種類の半導
体構造部１３（例えば、図４（Ａ）で示す構造部１３ａ）が設けられている。そして、半
導体素子８０の素子内において、中央領域（一点鎖線α１の領域内）に構成される第１種
類の半導体構造部１３よりも素子周縁部側（具体的には、一点鎖線α１の領域外であって
且つ素子領域ＡＲ内）には、上記第１種類とは異なる種類であり且つ第１種類の半導体構
造部１３よりもＮ＋拡散領域１２ａの比率を大きくした構造の半導体構造部１３（例えば
、図４（Ｂ）で示す構造部１３ｂ）が設けられている。
【００７５】
　例えば、図１２に示す半導体素子８０の中央領域（一点鎖線α１の領域内）の構造は、
図４（Ａ）で示す構造と同一の構造となっている。即ち、この中央領域では、各々のＰ＋
拡散領域１２ｂの上面面積は、それぞれが略同一の面積となっており、各々のＮ＋拡散領
域１２ａの上面面積もそれぞれが略同一の面積となっている。そして、各々のＰ＋拡散領
域１２ｂの上面面積がいずれも、各々のＮ＋拡散領域１２ａの上面面積よりも大きく、例
えば、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積が、１つのＮ＋拡散領域１２ａの上面面積の
２倍程度となっている。このような構成により、中央領域に構成される半導体構造部１３
（図４（Ａ）の構造部１３ａ）の上面において、Ｎ＋拡散領域１２ａの面積（上面の面積
）とＰ＋拡散領域１２ｂの面積（上面の面積）との比率が１：１ではなく、Ｐ＋拡散領域
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１２ｂの上面の総面積が、Ｎ＋拡散領域１２ａの上面の総面積よりも大きい構成（例えば
、２倍程度に大きい構成）となっている。
【００７６】
　更に、中央領域に構成される半導体構造部１３（図４（Ａ）の構造部１３ａ）は、その
上面において、第１領域部１１側の境界部でのＮ＋拡散領域１２ａの長さの総和と、Ｐ＋
拡散領域１２ｂの長さの総和との比率が１：１ではなく、Ｐ＋拡散領域１２ｂの長さの総
和がＮ＋拡散領域１２ａの長さの総和の２倍程度となっている。具体的には、１つのＮ＋
拡散領域１２ａの表面において、左右両側に構成されるそれぞれの境界部（第１領域部１
１側の境界部）の長さがＷ１であり、いずれのＮ＋拡散領域１２ａにおいても、左右両側
に構成されるそれぞれの境界部（第１領域部１１側の境界部）の長さがＷ１となっている
。また、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの表面において、左右両側に構成されるそれぞれの境
界部（第１領域部１１側の境界部）の長さがＷ２であり、いずれのＰ＋拡散領域１２ｂに
おいても、左右両側に構成されるそれぞれの境界部（第１領域部１１側の境界部）の長さ
がＷ２となっている。そして、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの境界部の長さＷ２が、１つの
Ｎ＋拡散領域１２ａの境界部の長さＷ１よりも大きく、例えば、２倍程度となっている。
【００７７】
　一方、図１２に示す半導体素子８０において、中央領域の外側（一点鎖線α１の領域外
であって素子領域ＡＲ内）の構造は、例えば、図４（Ｂ）で示す構造、又は図４（Ｃ）で
示す構造と同一の構造となっている。例えば、図４（Ｂ）で示す構造とした場合、中央領
域の外側（一点鎖線α１の領域外であって素子領域ＡＲ内）でも、各々のＰ＋拡散領域１
２ｂの上面面積は、それぞれが略同一の面積となっており、各々のＮ＋拡散領域１２ａの
上面面積もそれぞれが略同一の面積となっている。そして、各々のＮ＋拡散領域１２ａの
上面面積がいずれも、各々のＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積よりも大きく、例えば、１つ
のＮ＋拡散領域１２ａの上面面積が、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの上面面積の２倍程度と
なっている。このような構成により、中央領域の外側に構成される半導体構造部１３（図
４（Ｂ）の構造部１３ｂ）の上面において、Ｎ＋拡散領域１２ａの面積（上面の面積）と
Ｐ＋拡散領域１２ｂの面積（上面の面積）との比率が１：１ではなく、Ｎ＋拡散領域１２
ａの上面の総面積が、Ｐ＋拡散領域１２ｂの上面の総面積よりも大きい構成（例えば、２
倍程度に大きい構成）となっている。
【００７８】
　更に、中央領域の外側の半導体構造部１３（図４（Ｂ）の構造部１３ｂ）は、その上面
において、第１領域部１１側の境界部でのＮ＋拡散領域１２ａの長さの総和とＰ＋拡散領
域１２ｂの長さの総和の比率が１：１ではなく、Ｎ＋拡散領域１２ａの長さの総和がＰ＋
拡散領域１２ｂの長さの総和の２倍程度となっている。具体的には、１つのＮ＋拡散領域
１２ａの表面において、左右両側に構成されるそれぞれの境界部（第１領域部１１側の境
界部）の長さがＷ１である。そして、いずれのＮ＋拡散領域１２ａにおいても、左右両側
に構成されるそれぞれの境界部（第１領域部１１側の境界部）の長さがＷ１となっている
。また、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの表面において、左右両側に構成されるそれぞれの境
界部（第１領域部１１側の境界部）の長さがＷ２である。そして、いずれのＰ＋拡散領域
１２ｂにおいても、左右両側に構成されるそれぞれの境界部（第１領域部１１側の境界部
）の長さがＷ２となっている。そして、１つのＮ＋拡散領域１２ａの境界部の長さＷ１が
、１つのＰ＋拡散領域１２ｂの境界部の長さＷ２よりも大きく、例えば、２倍程度となっ
ている。
【００７９】
　このような本構成によれば、単一の素子内において、相対的に耐量を重視する領域と、
相対的にオン抵抗を重視する領域とを作り分けることができ、単一の素子内において面積
ロスを抑えた自由度の高い素子設計が可能となる。
【００８０】
　しかも、発熱しやすい素子中央部の寄生動作を抑制するべく、中央領域の半導体構造部
１３において相対的にＰ＋拡散領域１２ｂの割合を大きくしている。素子中央部付近は、
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Ｌ負荷動作時などにおいて熱が籠りやすく、発熱による寄生動作が懸念される場所である
が、本構成では、中央領域においてＰ＋拡散領域１２ｂの割合を大きくすることで寄生動
作を抑制しやすくし、中央領域付近の耐量を相対的に高めている。一方、中央領域と比較
して発熱が低い素子周縁側（中央領域の外側）では、半導体構造部１３において相対的に
Ｎ＋拡散領域１２ａの割合を大きくしている。この構成では、中央領域でＰ＋拡散領域１
２ｂの割合を大きくした分の電流を少なくとも部分的に補うように、周辺側での電流量を
大きくすることができる。このような構成により、素子全体として、耐量を高めつつ、低
オン抵抗を実現することができる。
【００８１】
　[第５実施形態]
　次に、第５実施形態について説明する。
　第５実施形態は、図１に示す半導体装置１において、いずれかの素子（例えば、複数存
在する半導体素子３０の１つ）を図１３に示す半導体素子９０に代えた点が第１実施形態
の半導体装置１と異なり、それ以外は第１実施形態の半導体装置１と同一である。装置全
体としては、例えば、図１４のような装置構造となっている。
【００８２】
　本構成の半導体装置１においても、半導体基板２の所定の表面２ａ側に半導体素子９０
などの複数の半導体素子が構成されている。そして、半導体素子９０は、上述した半導体
素子２０，３０，６０，８０と基本構造は同様であり、第２領域部１２におけるＮ＋拡散
領域１２ａ及びＰ＋拡散領域１２ｂの各形状のみが半導体素子２０，３０，６０，８０と
異なっている。図１３のように、半導体素子９０は、半導体基板２の表面２ａ側において
第１領域部１１と第２領域部１２とが構成されている。そして、図２と同様、第１領域部
１１は、Ｎ＋拡散領域１２ａが長手状に構成された部分であり、第２領域部１２は、第１
領域部１１から離れた位置においてＮ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂとが交互に
構成された半導体構造部１３の配置部分となっている。そして、半導体基板２における第
１領域部１１と第２領域部１２との間の領域上には、絶縁膜１６を介してゲート電極１４
が配置されている。
【００８３】
　そして、本構成の半導体装置１でも、第２領域部１２において、Ｎ＋拡散領域１２ａと
Ｐ＋拡散領域１２ｂとの比率をそれぞれ異ならせた複数種類の半導体構造部１３が存在し
ており、本構成では、単一の半導体素子９０の素子内において、複数種類の半導体構造部
１３が設けられている。
【００８４】
　図１３に示すように、半導体素子９０は、素子内において当該半導体素子９０の素子周
縁部から離れた所定の中央領域（具体的には、図１３に示す一点鎖線α２の領域内）に、
Ｎ＋拡散領域１２ａとＰ＋拡散領域１２ｂの比率を所定の第１比率とした第１種類の半導
体構造部１３（例えば、図４（Ａ）で示す構造部１３ａ）が設けられている。一方、中央
領域（一点鎖線α２の領域内）に構成される第１種類の半導体構造部１３よりも素子周縁
部側（具体的には、一点鎖線α２の領域外であって且つ素子領域ＡＲ内）には、上記第１
種類とは異なる種類であり且つ第１種類の半導体構造部１３よりもＮ＋拡散領域１２ａの
比率を大きくした構造の複数種類の半導体構造部１３が設けられている。具体的には、上
記中央領域から素子周縁部に近づくにつれて、半導体構造部１３でのＮ＋拡散領域１２ａ
の比率が次第に大きくなる構成となっている。
【００８５】
　例えば、半導体素子９０の中央領域（一点鎖線α２の領域内）の構造は、図４（Ａ）で
示す構造と同一の構造となっており、中央領域の直近の外側の領域（一点鎖線α２の領域
外であって、一点鎖線β２の領域内）の構造は、図４（Ｃ）で示す構造と同一の構造とな
っており、それよりも更に外側の領域（一点鎖線β２の領域外）の構造は、図４（Ｂ）で
示す構造と同一の構造となっている。
【００８６】
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　このように、半導体素子９０では、中央領域から外側となるにつれて、半導体構造部１
３の上面でのＮ＋拡散領域１２ａの面積（上面面積）とＰ＋拡散領域１２ｂの面積（上面
面積）との比率が段階的に変化し、外側の領域ほど、Ｎ＋拡散領域１２ａの上面面積比率
が大きくなっている。そして、中央領域から外側となるにつれて、半導体構造部１３の上
面における第１領域部１１側の境界部でのＮ＋拡散領域１２ａの長さの総和とＰ＋拡散領
域１２ｂの長さの総和の比率が段階的に変化し、外側の領域ほど、Ｎ＋拡散領域１２ａの
長さの総和が大きくなっている。このような構成によれば、第４実施形態と同様の効果が
得られ、領域を更に細分化して効果を一層高めることができる。
【００８７】
　なお、上述した図１３の例では、中央領域から外側となるにつれて比率が同心円状に３
段階に変化する構成を例示したが、比率が同心円状に４段階以上に変化する構成であって
もよい。或いは、横方向において比率が変化する段階数と、縦方向に比率が変化する段階
数が異なっていてもよい。例えば、横方向では、中央領域から外側となるにつれて比率が
３段階に変化し、縦方向では、中央領域から外側となるにつれて比率が２段階に変化する
ような構成であってもよい。
【００８８】
　［他の実施形態]
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００８９】
　第１実施形態、第２実施形態の図９（Ａ）、第３実施形態等では、第２領域部１２にお
いて第１導電型の半導体領域が一定間隔おきに配置され、第２導電型の半導体領域が一定
間隔おきに配置された例を示したが、いずれの実施形態のいずれの構成でも、第１導電型
の半導体領域や第２導電型の半導体領域の配置間隔は一定間隔でなくてもよい。但し、第
１実施形態において半導体装置２０や半導体装置３０の第２領域部１２では、所定方向に
おけるＮ＋拡散領域１２ａの総幅とＰ＋拡散領域１２ｂの総幅とが異なっていることが望
ましい。また、第３実施形態の第２領域部５２でも、所定方向におけるＮ＋拡散領域５２
ａの総幅とＰ＋拡散領域５２ｂの総幅とが異なっていることが望ましい。また、第２実施
形態の第２領域部１２の場合、縦方向におけるＮ＋拡散領域１２ａの総幅とＰ＋拡散領域
１２ｂの総幅とが異なっており、且つ横方向におけるＮ＋拡散領域１２ａの総幅とＰ＋拡
散領域１２ｂの総幅とが異なっていることが望ましい。
【００９０】
　上記第１実施形態、第２実施形態などでは、第２領域部において、Ｎ＋拡散領域１２ａ
の比率よりもＰ＋拡散領域１２ｂの比率が大きい例として、Ｐ＋拡散領域１２ｂがＮ＋拡
散領域１２ａの２倍程度である例を示したが、３倍程度としてもよく、これら以外の比率
であってもよい。また、第２領域部において、Ｐ＋拡散領域１２ｂの比率よりもＮ＋拡散
領域１２ａの比率が大きい例として、Ｎ＋拡散領域１２ａがＮ＋拡散領域１２ｂの２倍程
度である例を示したが、３倍程度としてもよく、これら以外の比率であってもよい。
【００９１】
　第２実施形態等の半導体素子４０では、主として、第２領域部１２において、Ｎ＋拡散
領域１２ａの比率よりもＰ＋拡散領域１２ｂの比率の方が大きい例を示したが、逆とする
こともできる。即ち、Ｐ＋拡散領域１２ｂの比率よりもＮ＋拡散領域１２ａの比率の方が
大きくなっていてもよい。
【００９２】
　第３実施形態等では、主として、第２領域部５２において、Ｎ＋拡散領域５２ｂの比率
よりもＰ＋拡散領域５２ａの比率の方が大きい例を示したが、逆とすることもできる。即
ち、Ｐ＋拡散領域５２ａの比率よりもＮ＋拡散領域５２ｂの比率の方が大きくなっていて
もよい。
【００９３】
　第１実施形態等では、半導体装置１において、半導体素子２０、３０、６０が混在した
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構成となっていたが、混在構成はこれに限られるものではなく、各実施形態や変更例或い
は他の実施形態などで上述したいずれか１種の半導体素子、上述した他のいずれか１種又
は２種以上の半導体素子と共に半導体基板２に搭載されていればよい。
【００９４】
　上記実施形態では、第２領域部において、Ｎ＋拡散領域及びＰ＋拡散領域の形状が、横
方向全体にわたって所定幅で維持された単純な矩形形状である例を示したが、いずれの拡
散領域の形状もこれに限定されるものではない。例えば、図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）の
ような形状であってもよい。或いは、これら以外の形状であってもよい。いずれの場合で
も、Ｎ＋拡散領域１２ａの幅Ｗ１は、各Ｎ＋拡散領域１２ａにおける所定方向（第２領域
部１２が延びる方向）の最大長さとすればよい。また、このようにせずに、図１５（Ｂ）
のように、各Ｎ＋拡散領域１２ａにおける外縁部の所定方向（第２領域部１２が延びる方
向）の長さＷ１’を各Ｎ＋拡散領域１２ａの幅としてもよい。また、Ｐ＋拡散領域１２ｂ
の幅Ｗ２は、各Ｐ＋拡散領域１２ｂにおける所定方向（第２領域部１２が延びる方向）の
最大長さとすればよい。また、このようにせずに、図１５（Ａ）のように、各Ｐ＋拡散領
域１２ｂにおける外縁部の所定方向（第２領域部１２が延びる方向）の長さＷ２’を各Ｐ
＋拡散領域１２ｂの幅としてもよい。
【００９５】
　上記実施形態では、図３のように、ＳｉＯ２による絶縁膜１９ａが設けられた構成を例
示したが、いずれの実施形態の構成でも、他の絶縁膜構造を用いてもよい。例えば、図１
６のように、図３の絶縁膜１９ａに代えて、ＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）構造に
よる絶縁膜１９ｂを設けてもよい。或いは、図１７のように、図３の絶縁膜１９ａに代え
て、ＬＯＣＯＳ（Local Oxidation of Silicon）構造の絶縁膜１９ｃを設けてもよい。ま
た、いずれの実施形態の構成でも図１６、図１７のように第１領域部上や第２領域部上に
サリサイド層１５が設けられていてもよい。
【符号の説明】
【００９６】
１…半導体装置
２０，３０，４０，５０，６０，８０，９０…半導体素子
１１，５１…第１領域部
１２，５２…第２領域部
１２ａ…Ｎ＋拡散領域（第１導電型の半導体領域）
１２ｂ…Ｐ＋拡散領域（第２導電型の半導体領域）
１３，５３…半導体構造部
１４…ゲート電極
１６…絶縁膜
５２ａ…Ｐ＋拡散領域（第１導電型の半導体領域）
５２ｂ…Ｎ＋拡散領域（第２導電型の半導体領域）
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